
大阪樟蔭女子大学研究費の適正な運営・管理のための基本指針 

（平成１９年１１月 １日） 

最近改正 令和 ３年 ６月 １日 

 

（目的） 

第１条 この基本指針は、「大阪樟蔭女子大学研究倫理規準」第１３条に基づき、交付を受けた研究費の

適正な使用、管理、運営のために、その取扱について定める。 

２ 文部科学省、独立行政法人日本学術振興会等その他の学外機関から交付を受けた研究費（以下、こ

の基本指針において「学外研究費」という。）の使用については、当該機関の定める規則・ルール等に従

うものとする。 

３ 当該機関の規則・ルール等に定めのない事項については、この基本指針及び学校法人樟蔭学園関連

規程に準じて取り扱うものとする。 

（機関管理） 

第２条 交付を受けた学外研究費の最高管理責任者は学長とし、企画課及びくすのき地域協創センター

は、研究者に代わり学外研究費を管理し、使用に当たっての諸手続を行うものとする。 

２ 学外研究費に関わる申請、相談、報告等の事務手続の窓口は、くすのき地域協創センターが取り扱

うものとする。 

（物品の購入） 

第３条 業者取引による物品等の購入のときは、不正な取引が行われないよう「学校法人樟蔭学園経理

規程」及び「学校法人樟蔭学園固定資産及び物品調達管理要領」（以下、この基本指針に於いて「経理規

程」、「物品調達要領」という）に基づいて発注を行うとともに、必要に応じて競争入札を行い、契約を

締結するものとする。 

２ 前項により業者と取引を行うときは、見積書、契約書、発注書、納品書・検収書、請求書、領収書

等の証憑書類について、適正に管理・保管し、もしくは提出するものとする。 

３ 経理規程第３０条に定める固定資産（備品・図書）未満の物品を購入する場合は、前項の手続きを

省略（研究者の発注及び立替払いの許可）することができる。ただし、大学事務局はその際の職務権限

と責任について研究者にあらかじめ示すこととし、検収は大学事務局にて行い、請求書、領収書等の証

憑書類について、適正に管理・保管し、もしくは提出するものとする。 

（物品の管理） 

第４条 購入した物品等は、その所在を明らかにし、企画課にて検収を受けるとともに、支払申請の確

認を受けるものとする。 

２ 購入した物品のうち、その物品が本学の固定資産（設備・備品・図書等）に当るときは、物品調達

要領に基づき管理を行うとともに、企画課は、すみやかに台帳管理を行うものとする。 

３ 前項に当らない場合でも、換金性の高い物品（パソコン・タブレット・デシタルカメラ・ビデオカ



メラ）については、くすのき地域協創センターが適切に管理を行うものとする。 

（現物寄贈） 

第５条 研究者は、学外研究費で購入した固定資産（設備・備品・図書等）について、納品後すみやか

に本学への現物寄贈の手続きを行うものとする。 

２ 前項の場合において、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、企画課はその求

めに応じて、前項の固定資産を当該研究者に返還するものとする。 

（雇用） 

第６条 雇用するアルバイト、雇人等については、「学校法人樟蔭学園嘱託職員（アルバイト・雇人等）

の雇用に関する内規」に基づき、出勤状況、勤務内容を明確にし、証明する書類を企画課、くすのき地

域協創センターに提出するとともに、雇用が長期に亘る場合等、必要に応じて契約を締結するものとす

る。 

（間接経費） 

第７条 研究者は、学外研究費の間接経費を本学に譲渡するものとする。本学は、学長管理の下、間接

経費を当該機関の定める規則・ルール等に従い公正・適正かつ計画的・効率的に使用し、求めに応じ実

績報告書を当該機関に提出するものとする。 

２ 当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合は、直接経費の残額より間接経費を算出（直

接経費残額×間接経費割合）して、当該研究者に返還するものとし、研究補助事業を廃止するときは、

同様の額を当該機関に返還するものとする。 

３ 間接経費の執行は、当該機関の定める規則・ルール等に従い、大学事務局長が学長と協議のうえ行

うものとする。 

４ 間接経費に関する事務手続きはくすのき地域協創センターが行うものとする。 

（監査） 

第８条 企画課、くすのき地域協創センターは、学外研究費の使用につき、予算財源の特定、予算残高・

証憑書類の確認、使用ルールに基づいた支出の確認等のモニタリングを行うものとする。 

２ 総務課、経理課は、研究費の適正な運営・管理のために、必要に応じて通常監査、特別監査の内部

監査を実施するとともに、適宜、監事及び公認会計士の指導・監査を受けるものとする。 

３ くすのき地域協創センターは、総務課、経理課と連携し、不正を発生させる要因がどこにどのよう

な形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。 

（改正） 

第９条 この指針は、大学事務局長が学長と学園事務局長との協議を経て、改正するものとする。 

附 則 

１ この基本指針は、平成１９年１１月１日から施行する。 

２ この改正は、平成２１年１２月１日から施行する。 

３ この改正は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 



４ この改正は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

５ この改正は、平成２９年 ６月１５日から施行する。  

６ この改正は、平成３０年 ４月 １日から施行する。  

７ この改正は、令和 ３年 ６月 １日から施行する。 


